
教育学部 ３、４年次学生 各位 

                 令和３年度日本学生支援機構給付奨学生及び 

貸与奨学生（第二種奨学生）に係る二次採用の推薦について 

このことについて、給付奨学生及び学部貸与奨学生（第二種奨学生（返還時利子あり））二次採

用を行います。希望者には申込書類一式を配付しますので、以下のとおり教育学部・教育学研究

科教務係あてメール(sed-kyomu@grp.tohoku.ac.jp)でお知らせください。 

※教務係窓口での受領も可 [平日 9 時から 17 時まで]。窓口で受領される場合も申請希望の旨をメールで事
前にお知らせください）。 

※ 第二種奨学金において、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた学生等に対する緊急対応もあります 
（別紙参照）。 

 

※ 申請書類の提出期限：教育学部・教育学研究科教務係に１０月４日(月)必着、 

※ スカラネット入力期限：１０月１０日（日） 
 

                                                  令和３年９月   教育学部・教育学研究科教務係    

※メール件名は「日本学生支援機構奨学金（学部）①貸与奨学金②給付奨学金③貸与・給付併用（※①～③のいずれか一つを選んで入力）、 

学籍番号、氏名」、メール本文に、送付先住所（郵送希望者）、宛名、連絡先電話番号を記入。 

mailto:sed-kyomu@grp.tohoku.ac.jp


令和 3 年度 日本学生支援機構奨学金 二次採用申込手続きについて 
 

◆提  出  期  間： ～ 令和 3 年 10 月 4 日(月) 期限厳守 

◆提  出  先   ： 教育学部・教育学研究科教務係  

◆スカラネット登録期間： ～ 令和 3 年 10 月 10 日(日) 期限厳守 

 
 

←「貸与奨学金案内」/「給付奨学金案内」をよく読み、「スカラネット入力下書き用紙

【給付奨学金（貸与併用申込み）用】」に必要事項を記入します。併せて「マイナンバー

提出書」の作成を行います。「令和 3 年度日本学生支援機構 貸与・給付奨学金申込確認

票」のチェック欄に沿って提出書類を揃え、10 月 4 日（月）までに提出してください。  

【提出先】〒980-8576 仙台市青葉区川内 27-1 

東北大学 教育学部・教育学研究科教務係 

※郵送の場合は、朱書きで「日本学生支援機構奨学金申請書類在中」と記載し、 

 配達記録の残る方法（レターパック・簡易書留等）で送付願います。 

←申請書類を点検後、不備がなければ、ＩＤ・パスワードをメールで送付します。 

 

←給付奨学金案内 P.19『第Ⅱ部 3．スカラネットからの申込情報の入力』または貸与奨

学金案内 P.40『第 2 部 6.スカラネットによる申込み』をよく読み、１０月１0 日（日）

までにインターネットで「スカラネット入力」を実施してください。 

※提出したスカラネット下書き用紙に記入した内容から、実際に入力した内容を変更し

た場合、必ず教務係に申し出てください。 

←インターネット入力・送信後、最終画面に表示される「受付番号」を「スカラネット入

力下書き用紙（原本）」及び「マイナンバー提出書」に転記します。「スカラネット入力下

書き用紙（原本）」は保管しておいてください。 

←マイナンバーを専用封筒に入れ、スカラネット入力から 1 週間以内に日本学生支援機構

へ簡易書留で郵送してください。 

※マイナンバー提出書は大学では受け取れませんので、直接日本学生支援機構へ郵送し

てください。 

←書類審査の中で、電話やメール等で申込内容の確認を行うことがあります。また、書類

に不足や不備があった場合は、書類の追加提出や再提出を求めることがあります。 

 

←採用者の初回入金日は１２月１０日（金）の予定です。奨学金振込口座に指定した口座

の通帳に記帳し、入金の有無を確認してください。不採用の場合、初回振込はありません。 

※第二種奨学金申請希望者で貸与始期を１月以降にした場合、該当月に初回振込が行わ

れます。本学及び機構への提出書類に不備がある場合、振込が翌月以降となる場合があり

ます。                                                                                                                                                                                          

←１２月中旬に選考結果を学務情報システムで通知します。 

【学務情報システム】 https://www.srp.tohoku.ac.jp/sa/login.do 

 

 

 

←採用に係る書類を配付します。 

詳細についてはメールでお知らせします。 

 

←指定された期日までに、必ず採用に係る書類を提出してください。書類の提出がない場

合、正式採用とならず、採用取消になりますので注意してください。 

 

 

 

 

【留意事項】 

・既に第 1 種（無利子）奨学金を貸与されている方が給付奨学金に採用され、授業料免除の対象となる場合、10 月以降の貸与

奨学金の返戻が発生する可能性があります。対象となる場合はあらかじめご了承ください。 

・給付奨学生は採用時全員「自宅通学」扱いとなります。採用後「自宅外通学証明書」を提出し、承認されれば採用月に遡って

「自宅外通学」扱いとなります。 

 

 

申請書類の受領・準備・提出

ＩＤ・パスワードの配付

申込内容の入力

（スカラネット）

受付番号の確認

マイナンバー提出書の郵送

書類審査と選考

奨学金の初回振込

選考結果通知

採用に係る書類の配布

採用に係る書類の提出

正式採用

奨学金申請から採用までの流れ 

問い合わせ： 東北大学 教育学部・教育学研究科教務係 

〒980-8576 仙台市青葉区川内 27-1 

TEL：022-795-6105   FAX：022-795-6110 

e-mail：sed-kyomu@grp.tohoku.ac.jp 

 

https://www.srp.tohoku.ac.jp/sa/login.do


 

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた学生等に対する 

緊急対応について 

第二種奨学生 

 

 

【1】卒業予定期を超えて在学している者に係る第二種奨学生の推薦について 
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、在学学校長から卒業予定期を超えての在学期間延長及び

奨学金貸与の必要性を認められた者については、第二種奨学生として推薦することができます。 
１．推薦対象 
■推薦区分及び対象学種 

• 大学、短期大学の本科生、専攻科生及び別科生 

• 大学院修士・博士前期課程、専門職大学院（法科大学院を含む。）、博士・博士後期課
程及び博士医・歯・薬（４年制）・獣医学課程の学生 

■対象学年 

最高学年 
■対象者の要件 

以下の①～④の要件を全て満たすことを大学等において確認した者が対象です。 

① 第二種奨学金の基準（人物・学力・家計）を満たしている者 

各基準及び審査方法等は、在学定期採用に準じます。 

② 推薦時において、第二種奨学金を受けていない者 

③ 新型コロナウイルス感染症の影響により、就職の内定取消を受けたこと又は就職先が決まらないこと
等で、やむを得ず卒業予定期を超えて在学することとなった者 
• 新型コロナウイルス感染症の影響以外の事由により、卒業予定期を超えて在学する者は、推
薦の対象となりません。 

• 新たな卒業予定期が 2022 年３月以前の者の推薦を受け付けます。 
※ 2021 年 9 月卒業予定が、新たな卒業予定期として 2022 年 9 月以前となった者の
推薦も可能です。 

④ 卒業予定期を超えての在学期間延長及び奨学金貸与の必要性を在学学校長が認める者 
２．貸与期間 

（1） 貸与始期 

2021 年 10 月~2022 年３月より希望月を選択することができます。 
（2） 貸与終期 

原則として卒業予定期 

※ 貸与期間は、最大１年間です。 
※ 貸与中に奨学金が不要となった場合は、辞退の手続きが可能です。 

３．貸与金額 

第二種奨学金の貸与金額については、「奨学事務の手引」、「貸与奨学金案内」又は本機構ホー
ムページ等をご確認ください。 

別 紙 



 

第二種奨学生 

なお、入学時特別増額貸与奨学金は対象となりません。 
４. その他 

・貸与奨学金の返還について 

本機構の貸与奨学金は、返還の義務があります。そのため、返還時の負担を考慮した適切な貸
与月額を選択する等、返還義務と返還時の負担の程度を十分自覚したうえで奨学金の申請手続
を行ってください。 

 
 

【２】休学者に係る第二種奨学生の推薦について 
現在、第二種奨学金の貸与を受けていない者で、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を機に、今

年度中に休学しボランティアに参加する等（学びの複線化）の活動を行う者で、在学学校長がその休
学期間の活動が有意義であると認めた者について、第二種奨学生として推薦することができます。 
１．推薦対象 
■推薦区分及び対象学種 

• 大学、短期大学の本科生、専攻科生及び別科生 

• 大学院修士・博士前期課程、専門職大学院（法科大学院を含む。）、博士・博士後期課
程及び博士医・歯・薬（４年制）・獣医学課程の学生 

■対象学年 

全学年 
■対象者の要件 

以下の①～④の要件を全て満たすことを大学等において確認した者が対象です。 

① 第二種奨学金の基準（人物・学力・家計）を満たしている者 

• 第一種奨学金の貸与を受けている者は、併用貸与の基準を満たしている必要があります。 

• 各基準及び審査方法等は、在学定期採用に準じます。 

② 推薦時において、第二種奨学金の貸与を受けていない者 
③ 新型コロナウイルス感染症拡大の影響を機に、2021 年度中に休学しボランティアに参加する等
（ 学びの複線化）の活動を行っている又は活動を行う予定のある者 

• 推薦時に当該活動を行っていない場合は、通常の二次採用に申込みしてください。なお、今
年度中に休学し当該活動を開始する場合は「休学時奨学金継続願」の手続きを可能とす
ることを予定しております。 

• 申請時において既に活動が終了している者は対象外です。 

④ 当該休学期間の活動が、「社会的貢献活動」「専攻分野のプラスになる」「自己の人間形成に
役立つ」など有意義であること、及び奨学金貸与の必要性を在学学校長が認める者 

２.貸与期間 

（1） 貸与始期 

当該休学期間における活動開始年月（2021 年 10 月~2022 年 3 月） 

※ 活動開始年月が 2021 年9 月以前であっても貸与始期は2021 年10 月以降となります。 

（2） 貸与終期 



 

原則として卒業予定期 

※ 当該休学期間における貸与期間は、最大１年間です。 
※ 当該休学期間後に卒業予定期が延長となる場合は、当該事由による第二種奨学金貸与
期間延長手続きを行うことにより、最大で 1 年間貸与期間を延長することができます。 

※ 当該休学による貸与期間は、修業年限に入ります。 
※ 貸与中に奨学金が不要となった場合は、辞退の手続きが可能です。 

 
3．貸与金額 

第二種奨学金の貸与金額については、「奨学事務の手引」、「貸与奨学金案内」又は本機構ホー
ムページ等をご確認ください。 

なお、入学時特別増額貸与奨学金は対象となりません。 

 
４．その他 
■貸与奨学金の返還について 

本機構の貸与奨学金は、返還の義務があります。そのため、返還時の負担を考慮した適切な貸
与月額を選択する等、学生等が返還義務と返還時の負担の程度を十分自覚したうえで奨学金の
申請手続を行うよう、ご指導願います。 



Q 日本学生支援機構に給付型奨学金の申込みをしましたが、認定を受けることができませんでした（不採用となりました）。もう今後はずっと、本制度

による支援を受けることはできないのでしょうか？

A 一度、申し込んで認定を受けられなかった人であっても、その後の在学採用で、また申し込むことができます。

毎年６月頃に住民税情報が更新されるので、例えば、高校生のときの予約採用や、大学等に入学した４月に申し込んで不採用だった人でも、秋に申し

込めば採用される可能性があります。

2021年４月の申込みでは2019年の所得に基づく住民税情報、2021年秋の申込みでは2020年の所得に基づく住民税情報により判定されます。（

対象になれば、授業料減免も併せて受けられます。）

給付型奨学金の申込みをしたものの、認定を受けられなかった方へ

50歳 50歳 18歳 15歳

51歳 51歳 19歳 16歳

2019年中の世帯収入400万円で
2020年の予約採用で申込み

2020年中の世帯収入370万円で
2021年秋の在学採用で申込み

例えば・・・

給付型奨学金の
家計基準を満たしません

給付型奨学金の
家計基準を満たします

次の年に状況が
変わっていれば・・・

これは、給付奨学金の判定のた

めに確認する住民税の情報（収入

の情報）が前年のものであり、そ

れを確認できるようになるのが夏

以降だからです。

今後も、状況が変化していたら、

次の年の秋に申込めば対象にな

るかもしれません。

詳しい基準は

「進学資金シミュレーター」
で確認してみましょう！

（住民税情報は
2021年６月頃に更新）

※ 上記は４人世帯の場合の一例です。基準を満たすこととなる年収の金額は、世帯の構成や年齢等によって変わります。
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